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　新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　こ
の
冬
は
、
昨
年
の
暖
冬
と
は
異
な
り
、
早
い
時
期
か
ら
豪
雪
に
見
舞
わ

れ
、
除
雪
等
に
ご
難
儀
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
町
民
の
皆
様
に

は
、
お
健
や
か
な
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
翻
弄
さ
れ
た
一
年
で

あ
り
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
一
昨
年
の
十
二
月
に
初
め
て
報
告

さ
れ
、
そ
の
後
、
急
速
に
感
染
が
拡
大
し
世
界
的
大
流
行
と
な
り
ま
し
た
。

　国
内
で
は
四
月
七
日
に
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
も
が
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

　我
が
町
に
お
い
て
も
、
町
民
生
活
へ
の
影
響
は
甚
大
で
あ
り
、
今
も
な
お

収
束
の
兆
し
が
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
禍
に
、
多
く
の
皆
様
が
不
安
を
感
じ
な
が

ら
生
活
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
町
議
会
で
は
、
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
基

に
議
会
活
性
化
・
財
政
健
全
化
特
別
委
員
会
で
協
議
を
重
ね
、
政
策
提
言
と

し
て
昨
年
の
六
月
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
や
財
政
健
全
化
を

含
め
た
五
項
目
を
町
長
に
提
言
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　ま
た
、
昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
議
会
報
告
会
に
つ
い

て
は
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
引
き
続
き
町
民
の
皆
様
の

声
に
広
く
耳
を
傾
け
、
そ
れ
ら
を
政
策
に
反
映
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　今
後
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
・
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
中
で
、
感
染
対
策
と
社
会

的
・
経
済
的
活
動
を
両
立
さ
せ
な
が
ら
、
な
お
且
つ
、
心
の
離
れ
る
こ
と
の

な
い
地
域
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
何
よ

り
町
民
・
行
政
・
議
会
が
一
丸
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
困
難
に
打
ち
勝
つ
年
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　結
び
に
、
町
民
の
皆
様
に
と
っ
て
こ
の
一
年
が
よ
り
良
い
未
来
の
た
め
の

第
一
歩
と
な
る
よ
う
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し

ま
す
。

金
山
町
議
会
議
長

柴

田

清

正

令
和
三
年
一
月
吉
日

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

 ｢

困
難
に
打
ち
勝
つ
年
に｣

令和3年4月に｢無床化｣へ町立診療所

議会全員協議会

　１２月７日、議会全員協議会で町長から、令和３年度からの無床化に伴う医療体制（予定）について
以下のとおり説明があった。

議
員

　看
取
り
に
つ
い
て
の

医
師
体
制
は
ど
う
な
る
。

担
当

　看
取
り
に
つ
い
て
は
、

原
則
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
み
す
ぎ
荘
に
入
所
さ
れ
て

い
る
方
、
訪
問
診
療
を
利
用

さ
れ
て
い
る
方
、
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
さ
れ

「
か
か
り
つ
け
医
」
に
な
っ

て
い
る
方
に
限
る
。
ま
た
、

看
取
り
に
つ
い
て
は
、
事
前

に
医
師
と
ご
家
族
の
方
が
看

取
り
の
意
向
を
確
認
し
た
上

で
の
対
応
と
な
る
。
そ
れ
以

外
の
方
は
、
救
急
搬
送
と
な

る
。

議
員

　訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
へ
の
派
遣
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
真
室
川
町
か
ら
１
名

５
年
間
の
期
間
で
派
遣
さ
れ

て
い
る
が
、
金
山
か
ら
も
５

年
間
の
期
間
と
な
る
の
か
。

ま
た
、
看
護
師
に
つ
い
て
は
、

無
床
化
後
６
名
体
制
と
な
っ

て
い
る
が
、
最
終
的
に
何
人

を
目
指
す
の
か
。

町
長

　訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
最
初
の

段
階
で
真
室
川
町
か
ら
５
年

間
と
い
う
こ
と
で
派
遣
さ
れ

て
い
る
が
、
来
年
、
金
山
町

か
ら
派
遣
す
る
看
護
師
に
つ

い
て
は
現
段
階
で
は
期
間
は

決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
経
営
状

況
に
も
よ
る
が
、
需
要
が
あ

る
限
り
で
き
る
だ
け
長
く
続

け
て
い
き
た
い
。
そ
の
間
、

数
年
ご
と
に
、
派
遣
さ
れ
る

看
護
師
は
交
代
（
人
事
異
動
）

し
な
が
ら
と
な
る
。

最
終
的
な
看
護
師
の
数
に
つ

い
て
は
、
現
在
の
見
通
し
で

は
６
人
と
し
て
い
る
が
、
実

際
の
業
務
を
行
っ
て
み
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

（
無
床
化
に
伴
う
空
き
フ
ロ

ア
の
利
活
用
に
つ
い
て
）

　こ
れ
ま
で
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
住
宅
や
高
齢
者
生
活

支
援
ハ
ウ
ス
と
し
て
の
利
活

用
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た

が
、
実
際
に
運
営
す
る
場
合

の
改
修
費
等
を
試
算
す
る
と

最
低
で
も
１
億
１
８
０
０
万

円
程
度
は
必
要
と
な
り
、
費

用
対
効
果
の
面
に
於
い
て
難

し
い
状
況
で
あ
る
。
今
後
は
、

災
害
時
の
一
時
的
な
避
難
場

所
や
倉
庫
と
し
て
の
利
活
用

を
考
え
て
い
き
た
い
。

（
主
な
質
疑
等
）

●医師体制について

　来年度当初の段階では１名体制でスタート（※引

き続き２名確保目指す）し、平日の応援医師につい

ては、現在の体制を維持。平日・夜間・休日の医師

への連絡体制については、基本的にオンコールでの

対応。当番看護師が受けて対応していくこととなる

が、特別養護老人ホームみすぎ荘に入所されている

方、訪問診療を利用されている方、訪問看護ステー

ションを利用され「かかりつけ医」になっている方

に限っての対応となる。

　看取りについては、原則、担当医師には午前０時

から午前５時までは連絡しないため、看取り対応は、

深夜の場合は翌日の午前６時以降となる。

●看護師及び職員体制について

　現在１１名体制で行っているが、令和３年４月以

降については７名体制（令和４年度以降は６名体

制）となる予定。残りの４名の看護師については、

役場健康福祉課所属としてみすぎ荘に２名、訪問看

護ステーション新庄サテライトまむろ川に１名を派

遣し、健康福祉課健康係に１名を配置する予定。

　その他、放射線技師１名・理学療法士１名を配置

し、臨床検査技師（会計年度任用職員）については、

午前中のみの勤務体制となる。管理栄養士（健康福

祉課勤務となり、必要に応じて外来患者の栄養指導

を行うとともに健康係業務にあたる）・調理業務員・

薬剤師（医師の指示のもと看護師対応と院外薬局処

方対応）は配置しない。

●事務職の体制について

　現在、職員３名体制となっているが業務量を見な

がら適切な時期に２名体制へ。その他、事務職（会

計年度任用職員）１名・運転手１名・清掃員１名・

医療事務（ニチイ学館委託）１名を配置し、夜間休

日業務員は配置しない。

　入院施設がなくなることで、町民の皆様方には不

安やご不便をおかけすることもあると思うが、現在

の診療科目（内科・外科・小児科・疼痛外来）を確

保するとともに、今後も訪問診療・看護体制の強化

や医療連携を推進していきたい考えでありご理解い

ただきたい。

（町長説明要旨）
　「診療所無床化の方針について」

無床化となる入院病棟

町立金山診療所


